




資産に応じて計算する部分 

加入者数に応じて計算する部分 

一世帯ごとに平等にかかる部分 

所得に応じて計算する部分 



霞ヶ浦 太郎 （医療分） 

（後期分） 

（介護分） 

霞ヶ浦 花子 （医療分） 

（後期分） 

個人ごとに医療分、後期分（、介護分）を足すと 

一人あたりの金額を算出できます 

 3 000 000    160 200    100 000     20 000   22 000 12    212 200 

 3 000 000              53 400            100 000               5 000           8 000   12              69 900 
   3 000 000              40 050            100 000                       0        10 000   12              55 000 

              0                         0                        0                       0         22 000   12              32 000 
              0                         0                        0                       0           8 000   12              11 500 

※個人税額の中には平等割が按分して含まれています 


